
 

 

 

当院では以下の施設基準を満たした報酬・加算を算定しています  

（番号は～Ｒ７．５．３１までの経過措置一覧より） 

 

＜初・再診料＞       ①医療情報取得加算（1 点）  

②医療ＤＸ推進体制整備加算１、在宅医療ＤＸ情報活用加算

（12 点） 

 ＜入院料等＞        ⑥意思決定支援の基準  

⑦身体的拘束最小化の基準  

            

＜入院基本料等加算＞ ⑧診療録管理体制加算３（30 点）  

 

＜在 宅＞            ⑪在宅療養支援病院における訪問栄養栄養食事指導の体制 

⑬在宅医療ＤＸ情報活用加算１（11 点）  

 

＜処 方＞            ⑲一般名処方加算１（10 点）、２（8 点）  

 

令和７年６月１日現在 


